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所得税・消費税の確定申告等について
　平成 20 年分の所得税の申告およ
び納税は、2 月 16 日㈪から 3 月 16
日㈪まで、個人事業者の消費税およ
び地方消費税は、3 月 31 日㈫まで
です。サラリーマンなどの還付申告
は、2 月 13 日㈮以前でも申告書を
提出することができます。
　税務署の確定申告会場（すばるホ
ール会場他）では、「確定申告の手引
き」や前年の控えなどを参考に、ご
自分で申告書等を作成していただく

「自書申告」を推進しています。来場
される際には、まず「確定申告の手
引き」を一読するなどして、可能な
範囲でご自分で申告書等の記載をお
願いします。
●国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」で申告書が作成
できます。
①�アドレス【http://www.nta.go.jp】

を直接入力するか、検索サイトで
「国税庁」と検索し、検索結果から
「国税庁ホームページ」をクリック。
②��「確定申告書等作成コーナー」を

クリック。画面の案内に従って金
額等を入力することにより確定申
告書が作成できます。
③�印刷をして（モノクロ印刷でも可）

そのまま税務署へ提出することが
できます。　
●申告書の提出について
　作成した申告書は、郵便または信
書便による送付が便利です。確定申
告書の控えが必要な方は、複写によ
り作成した申告書控えのほか返信用

封筒（あて名をご記入の上、所要額
の切手を貼付）を同封していただけ
れば返送いたします。税務署の閉庁
日は、税務署に設けている時間外収
受箱に投函することで提出もできま
す。申告書の記載内容等についての
審査は提出後に行うこととしており
ます。記載誤り等があり訂正してい
ただく場合は、後日、税務署より連
絡させていただきます。
　
e-Taxについて
　e-Tax（国税電子申告・納税システ
ム）をご利用いただくとパソコンか
ら申告書の提出や納税ができます。
e-Tax の開始届出書は、e-Tax ホー
ムページの「ご利用メニュー」欄に
ある「開始届出はこちら」からオン
ラインで提出できるほか、書面によ
ることも可能です。（開始届出書は、
税務署の窓口または国税庁ホームペ
ージ（税務手続の案内）で入手する
ことができます。
　なお、個人の方は、
①電子申告により所得税の確定申告
書を提出する際、本人の電子署名お
よび電子証明書を併せて送信した場
合に、所得税から 5,000 円（その年
分の所得税額を限度）を控除（平成
19 年分または平成 20 年分のいずれ
か１回）できます。

②平成 20 年分以後の所得税の電子
申告においては、医療費の領収書や
給与所得の源泉徴収票等の一定の第
三者作成書類の添付を省略できます。

e-Taxをぜひご利用ください。
　e-Tax ホームページアドレスは、
http://www. e-tax. nta.go.jp、国税
庁ホームページアドレスは、http://
www.nta.go.jp です。

（注）e-Tax をご利用の際には、事前
に電子証明書の取得が必要となりま
す。また、電子証明書が IC カード
で発行される場合は、IC カードリー
ダライタが必要となります。

還付申告はお近くのサポートセンタ
ーへ
　富田林税務署では、年金受給者や
給与所得者で医療費控除、住宅ロー
ン控除、中途退職者等で還付申告さ
れる方のための申告会場（サポート
センター）を開設します。当市の会
場は統合されましたので、羽曳野市
役所での開設はございません。
　サポートセンターの開設時間は、
10時から正午、13時から16時です。

「確定申告の手引き」に基づいて申
告書作成のアドバイスを行います。

税税富田林税務署 からのお知らせ ☎0721-24-3281

会　場　（所在地） 開設日（2月11日を除く）
藤井寺市民総合会館

別館中ホール

１月28日㈬～30日㈮

2月2日㈪～3日㈫
河内長野市役所　

8階会議室

2月3日㈫～6日㈮

2月9日㈪～12日㈭
大阪狭山市役所　

３階会議室

2月5日㈭～6日㈮

2月9日㈪～12日㈭

（注 1）サポートセンターでは、譲渡所得・
贈与税の相談は受け付けておりませんの
で、確定申告期間中（1 月 26 日から）に
富田林市すばるホールまでお越しくださ
い。

開設期間　平成21年１月26日（月）～３月16日（月）
　　　（土・日・祝を除く。ただし２月22日（日）および３月１日（日）は開設します。）

開設時間　午前９時～午後５時
開設場所　すばるホール　富田林市桜ヶ丘町２番８号
　※すばるホールでは、納税および納税証明書の発行は行っておりません。

富田林税務署の確定申告会場が
「すばるホール」に変わります。

　平成21年１月26日（月）～３月16日（月）の期間は、税務署内では
申告相談は行っておりません。
　電話でのお問い合わせは、富田林市税務署（☎0721-24-3281）に電
話していただいた後、アナウンスに従い電話機を操作してください。


